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久御山町第 11 次高齢者保健福祉計画策定業務委託仕様書

１ 業務名

久御山町第 11 次高齢者保健福祉計画策定業務

２ 業務の目的

本業務は、老人福祉法第 20 条の８及び介護保険法第 117 条、「介護保険事業計画に係る

保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針について」に基づき、地域包括ケア

の一層の推進を念頭においた令和９年度～令和 11 年度を目標年度とする「久御山町第 11

次高齢者保健福祉計画」を策定することを目的とする。

３ 業務期間

契約締結日の翌日～令和９年３月 31 日まで

４ 業務内容

＜令和７年度業務＞

（１）高齢者実態調査等の実施

調査項目については国が示す「日常生活圏域ニーズ調査」を基本としつつ、本町独自

設問も加えた内容とすることを想定する。

調査対象：一般高齢者の方 約 1,000 人

在宅介護の方 約 500 人

① 調査票の設計

② 調査票、発送（角２）・返送（長３）用封筒の作成・印刷及び封入・封緘作業

③ 調査票の発送準備

（対象者の抽出、宛名シール作成、封筒への貼付作業及び発送・回収は本町が行う。

発送・返送に係る送料は受託者の負担とする。）

④ 回収票の集計・分析

⑤ 結果報告分析資料の作成

（２）策定委員会の運営支援（１回程度）

策定委員会の運営を円滑に行うため、資料の作成及び会議録要約版の作成等を行う。

（３）法令改正による計画との整合性の確保

介護保険法や老人福祉法を中心に福祉関係法令と本計画内容の整合性を図ることを目

的として、介護関連法令を中心に、今後、福祉関連法令が改正される都度、その改正箇

所が引用されている本町の例規（条例・規則・要綱）の条項を指摘すること。

※法令については官報を参照すること。

※本町の例規については、本町のホームページを参照すること。

※施行規則等も含むものとする。

※福祉関係法令すべてを対象とする。



2

（４）全国介護保険・高齢者保健福祉担当会議資料の要約版の作成

今後の介護保険事業制度の方向性と計画策定等に係る情報が定期的に示される上記会

議について、会議が開催される都度、会議内容を要約した資料をわかりやすく作成する

こと。

（５）福祉施策に係る先進事例の提供

計画策定に伴う各検討組織及び発注者において、施策を検討する際の資料とするため、

全国都市の特色ある施策の事例提供を行う。事例提供内容は類似団体等の比較検討を実

施するため、当該団体の人口などの基本情報はもとより、施策の担当部局名をはじめ、

目的・特色などの先進事例を 50 件程度提供すること。なお、情報収集にあたっては、自

治体ホームページや福祉関連書籍からの２次的情報ではなく、受託者において収集した

情報を事例として掲載し取りまとめたうえで、冊子として納品すること。

※第１回の策定委員会において参考資料として提出するため、策定委員会開催の１週

間前までには納品すること。

＜令和８年度業務＞

法改正等を鑑みながら、各福祉関連計画の整合を図りながら策定すること。

（１）現況把握及び課題分析

① 高齢者実態調査結果に基づく地域課題の把握と整理

② 町域の現況把握と整理、これまでの高齢者福祉施策の検証と課題のとりまとめ

③ 第１～９期を通した介護保険事業の運営状況の分析（給付分析等）

④ 地域包括ケアの推進に向けた取り組み事項の検討、整理

（２）人口推計及びサービス見込み量・保険料の設定支援

① 人口及び被保険者数の推計支援

② 目標年度における介護サービスの見込み量の算定支援

③ ②を踏まえた保険料の算定支援

（３）計画の策定

① 調査・分析結果に基づく計画骨子案の作成

② 計画素案の作成、とりまとめ

③ 現行計画及び各福祉関連計画の整合調整

④ 計画内容の確定

（４）策定委員会の運営支援（５回程度）

策定委員会の運営を円滑に行うため、資料の作成及び会議録要約版の作成等を行う。

（５）パブリックコメントの実施支援

（６）法令改正による計画との整合性の確保

介護保険法や老人福祉法を中心に福祉関係法令と本計画内容の整合性を図ることを目

的として、介護関連法令を中心に、今後、福祉関連法令が改正される都度、その改正箇

所が引用されている当町の例規（条例・規則・要綱）の条項を随時指摘すること。

※法令については官報を参照すること。

※本町の例規については、本町のホームページを参照すること。
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※施行規則等も含むものとする。

※福祉関係法令すべてを対象とする。

（７）全国介護保険・高齢者保健福祉担当会議資料の要約版の作成

今後の介護保険事業制度の方向性と計画策定等に係る情報が定期的に示される上記会

議について、会議が開催される都度、会議内容を要約した資料をわかりやすく作成する

こと。

５ 成果品

＜令和７年度業務＞

（１）アンケート調査報告書（Ａ４判・100 頁・本文１色刷・簡易製本５部）

（２）先進事例冊子（Ａ４判・20頁程度・本文１色刷・簡易製本５部）

＜令和８年度業務＞

（１）計画書（Ａ４判・200 部・100 頁・本文１色刷・表紙レザック）

（２）概要版（Ａ４判・5,000 部・16 頁・２色刷）

（３）改正法令引用例規指摘一覧表

（４）上記のホームページ掲載用データ（ＰＤＦファイル形式）

（５）その他関係資料一式（ワード、ＰＤＦ）

６ その他

・仕様書に定めのない事項や疑義が生じた事項については、本町と本業務の受託者は必要

に応じ協議して定めるものとする。

・上記業務においては、すべて成果品を確実に納めること。


